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広報対話課から
（☎025－526－5111）
「広報上越６月号」は、５月
22日㊍・23日㊎に各町内会へ
お届けし、各世帯にお配りしま
す。届かない世帯の人は、広報
対話課または、各総合事務所へ
ご連絡ください。
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（古紙パルプ配合率70％再生紙を使用）

　地方創生の実現に向け、「第３期上越市まち・�
ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる
取り組みの推進を図るため、若者や団
体によるまちの活性化などの取り組み
を支援します。

項　目 内　　容

補助対象者
市内に在住・通勤・通学する若者（４月１日現在、18歳～39歳の人）、その
若者が半数を占めている団体、上越市まち・ひと・しごと創生推進協議会の
会員団体または参加団体

補助対象事業

次の①②のいずれにも該当する事業で、かつ既存の取り組みを拡充・向上す
る事業または、新たに取り組む事業
①第３期総合戦略に定める具体的施策の実現に資する事業
②次に掲げる第３期総合戦略の「強化の視点」のいずれかに該当する事業
　・若者への取り組みの強化の視点
　・デジタルを活用した課題解決の視点
　・訴求力の高い情報発信の視点
　・マッチングの強化の視点
　・人口減少社会への適応策の強化の視点
　・その他の視点（脱炭素化の推進または外国人市民との共生）

補助額

○�若者・若者団体が実施するまちの活性化、にぎわいの創出及び関係人口の
創出につながることを目的とした事業＝上限30万円　※補助率10分の７
を限度
○それ以外の事業＝上限30万円　※補助率２分の１を限度

採択予定件数 ５件程度

申請期限 申請書類に必要事項を記入の上、５月30日㊎までにメールで提出（ sou-
seisaku@city.joetsu.lg.jp）または総合政策課へ持参

詳しくは

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

上越上越ででかがやく若者たちかがやく若者たちをを応援応援します！します！

上越市地方創生・若者重点支援補助金（一次募集）
あなたのその取り組みを支援します！

■問合せ…総合政策課（☎025-520-5624）

上越市の人口・世帯数

88,206人
　  （-261人）

91,178人
　（-359人）女男

179,384人
　  （-620人）合計

数字は住民基本台帳に
基づくもの世帯数
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＜人口増減内訳＞

77,650世帯（+31世帯）

令和7.4.１現在。（　）は前月との比較
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　上越市にUターンされた曽山さんご家族がお気
に入りの関川河川敷を散歩する休日のひと時を撮
影させていただきました。このまちでたくさんの
人とつながり、のびのびと子育てを楽しむご家族
の生き生きとした笑顔が印象的でした。

表紙のことば ： 
ようこそ、おかえり上越へ　人と人とがつながる移住
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